平取町地場産業振興対策補助、店舗改修事業補助制度及び空き店舗活用補助制度のお知らせ（平取町）
町では地場産業の振興を図るために積極的な意欲を持って事業を行う団体及び個人に対する補助・融資制度があります。希望される方はお気軽にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（令和８年度）
	地場産業振興対策補助制度
	
	店舗改修事業補助制度
	
	空き店舗活用補助制度

	目的
	地域の特性に根ざした地場産業振興及び地域活性化を推進しようとする団体及び個人に対し、その試験研究及び設備に要する経費について予算の範囲内で補助及び資金援助をする。
	
	目的
	店舗改修に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、店舗のイメージアップと商店街の活性化を図る。
	
	目的
	空き店舗に出店する者に対し、賃借料及び改修に要する費用の一部を補助することで、空き店舗の活用及びまちのにぎわいづくりを図り、商業の振興及び地域経済の活性化を図る。

	補助対象経費
	(1)　試作、試験研究に要する経費
(2)　市場調査に要する経費
(3)　生産技術に関する調査に要する経費
(4)　技術者等の養成に要する経費
(5)　特産品消費拡大のため、設備導入等に要する経費
	
	補助対象店舗
	(1)　町内に存する店舗であること。
(2)　改修の着手時において、建築後10年を経過していること。
(3)　改修に要する補助対象費用(消費税を除く。以下同じ。)が50万円以上であること。
	
	補助対象経費
	(1)　店舗改修事業は、町内住宅関連業者に発注した事業費を補助対象とする。
(2)　空き店舗の賃借料（補助対象事業を開始した日の属する月の翌月から１年間の賃借料とする。）
(3)　空き店舗の改修に要する費用

	特産品の定義
	「びらとりトマト」及び「びらとり和牛」
	
	補助対象経費
	環境に配慮した店舗の増築、改築、改修に要する費用を補助対象とする。
店舗改修事業は、町内住宅関連業者に発注した事業費を補助対象とする。ただし、町内住宅関連業者の自社施工は、自社見積額を補助対象とする。
	
	補助対象者
	(1)　小売業、飲食業、サービス業に類する事業
(2)　平取町商工会に入会していること。若しくは申請時に平取町商工会に入会することを確約していること。

	採択要件
	地場産業の振興に積極的な意欲をもっているもの
	
	補助対象者
	(1)　改修を行う店舗の所有者で、現に店舗において５年以上営業を行っており、改修後もその店舗で営業を継続することが確実な者
(2)　改修を行う店舗の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税等を滞納していないこと。
(3)　平取町商工会に入会していること。若しくは平取町商工会に入会することを確約していること。
	
	補助の条件
	(1)　許認可等を要する業種に係る事業を行う場合にあっては、既に当該許認可等を受け、又は当該許認可等を受けることが確実であること。
(2)　空き店舗において３年以上継続して補助対象事業を行うことが見込まれ、かつ週30時間以上補助対象事業を行うこと。

	補助の条件
	農林水産物等の資源を活用した製造加工等の産業を開発・育成しようとするもの
	
	店舗の定義
	自己が所有している小売業、飲食業、サービス業を営む店舗で、娯楽業及び風俗を伴う飲食業を除く。
	
	空き店舗の定義
	空き店舗とは過去に使用されていたもので申請時において使用されていない店舗をいう。

	補助率
	補助率は、「補助対象経費」の(1)～(4)の経費については80％以内、(5)については２分の１以内とし、補助額は100万円を限度
	
	補助金の額
	改修に要する費用の２分の１以内とし、50万円を限度とする。
	
	補助金の額及び補助限度額
	賃料：補助対象経費の２分の１以内の額。ただし、１月当たり４万円を限度とする。
改修：補助対象経費の２分の１以内の額（１店舗につき１回限りとし、50万円を限度とする。）


※申請件数などの状況により補助金の限度額が変更となる場合があります。
※審査の結果、補助を受けられない場合があります。
○申込・問合先：観光商工課商工係　　☎01457-3-7703
